
○当基金が支給する年金は、平成27年９月以前の期間は、基金独自の年金部分（加算部分＋プラスアルファ部分）、
及び国から代行した代行部分です。また、平成27年10月以降の期間は、上記の加算部分及びプラスアルファ部
分です。

○なお、国に返上した平成27年10月以降の期間の年金は、老齢厚生年金（報酬比例部分）として国から支給されます。

◦将来分返上後の年金給付（イメージ）

加入員負担 事業主負担 合　計

基 金 掛 金

基 本 標 準 掛 金
（プラスアルファ部分）

― 2／1000 2／1000

基 本 特 別 掛 金 ― 15／1000 15／1000
加 算 標 準 掛 金 ― 5／1000 5／1000
加 算 特 別 掛 金 ― 7／1000 7／1000
事 務 費 掛 金 ― 2／1000 2／1000

基金掛金合計（基金に納付） ― 31／1000 31／1000

厚生年金保険料（国に納付） 89.14／1000 89.14／1000 178.28／1000

合　　計 89.14／1000 120.14／1000 209.28／1000
１．65歳以上70歳未満の方の基金掛金は、基本標準掛金（プラスアルファ部分）、基本特別掛金及び事務費掛金で合計19／1000となります。
２．賞与に係る基金掛金は、基本標準掛金（プラスアルファ部分）で2／1000となります。

（注）

○従来の当基金の代行部分に係る基本標準掛金（プラスアルファ部分を除く）は、平成27年10月分（同11月30日
納付期限）から国に厚生年金保険料として納めていただきます。

○当基金に納めていただく、基本標準掛金（プラスアルファ部分）、基本特別掛金、加算標準掛金、加算特別掛金
及び事務費掛金は、全額事業主負担です。

　厚生年金基金制度の見直しに伴い、当基金では、代行返上し新年金制度への移行に向けて検討

を進めておりますが、このたび平成27年10月1日付で、厚生労働大臣より代行部分の将来分返上

（将来期間の代行部分に係る支給義務の停止について）の認可を受けました。事業主、加入員及び

労働組合の皆様には、同意書の提出などで多大なご協力を賜り、誠にありがとうございました。

　今回の認可を受けて、平成27年10月分以降（将来分返上後）の掛金率ならびに年金給付は次の

とおりとなりますので、ご留意いただきますようお願いいたします。

当基金の各会議が
開催されました

告報

　平成27年９月11日（金）に、当基金において第66回資

産運用委員会が開催されました。以下の協議事項につ

いて検討が行われ、全会一致で承認されました。

❖協議事項
１．平成26年度の運用結果について
２．平成27年度第１四半期の運用結果について
３．平成27年７月末の運用結果（速報）について

　平成27年９月11日（金）に、当基金において第223回

理事会が開催されました。以下の協議事項について検

討が行われ、全会一致で決定されました。

❖協議事項
第１号　財務及び会計規程の一部改正について
第２号　平成26年度決算結果及び業務報告について
第３号　前納実施の検討について
第４号　東京都電設工業厚生年金基金規約の一部改正

について
第５号　事業所の任意脱退について
第６号　滞納掛金の不納欠損について
第７号　第111回代議員会に提出する議案について

❖報告事項
第１号　基金の現況について
第２号　事業所の削除、名称及び所在地の変更にかか

る規約第５条別表第１の一部変更について
第３号　福祉給付金の支給状況について
第４号　会館の利用状況について
第５号　囲碁クラブの開催結果について
第６号　第58回年金生活設計（PLP）セミナーの開催

結果について
第７号　平成26年度の運用結果について

第８号　平成27年度第１四半期の運用結果について
第９号　平成27年７月末の運用結果（速報）について
第10号　マイナンバー制度について

　平成27年９月25日（金）に、当基金において第111回

代議員会が開催されました。以下の協議事項について、

全会一致で議決されました。

❖協議事項
第１号　財務及び会計規程の一部改正について
第２号　平成26年度決算結果及び業務報告について
第３号　前納実施の検討について
第４号　東京都電設工業厚生年金基金規約の一部改正

について
第５号　事業所の任意脱退について
第６号　滞納掛金の不納欠損について

❖報告事項
第１号　基金の現況について
第２号　事業所の削除、名称及び所在地の変更にかか

る規約第５条別表第１の一部変更について
第３号　福祉給付金の支給状況について
第４号　会館の利用状況について
第５号　囲碁クラブの開催結果について
第６号　第58回年金生活設計（PLP）セミナーの開催

結果について
第７号　平成26年度の運用結果について
第８号　平成27年度第１四半期の運用結果について
第９号　平成27年７月末の運用結果（速報）について
第10号　マイナンバー制度について

　平成27年10月５日（月）に、当基金において第３回会

合が開催されました。

◦将来分返上後の掛金率

◦将来分返上後の年金給付

＝基金から
　支給される部分

＝国から
　支給される部分

資産運用委員会

理　事　会

代 議 員 会

新年金制度検討委員会

「代行部分の将来分返上」の
認可を受けました

基金独自の年金部分（加算部分＋プラスアルファ部分）

基金加入日
▼

将来分返上
（平成27年10月1日）

▼
退職日
▼

将来分返上後の期間については、
基金独自の年金部分（加算部分＋
プラスアルファ部分）を支給

代行部分 老齢厚生年金（報酬比例部分）

将来分返上前の期間については、
基金独自の年金部分（加算部分＋プラスアルファ部分）と
代行部分を支給

（ ２ ） （ ３ ）


